
 
 
 

大規模改修工事のコンサルタント業務 
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大規模改修工事のコンサルタント業務とは 

 
大規模改修工事のコンサルタント業務は、一見すると『技術的監理』だけと考えられがち

ですが、修繕工事を成功させるためにはそれ以外にもたくさんの要素があります。 
 
・ 施工会社選定は、透明性の高い選考方法をとること。 
・ 理事会、総会は規約を遵守し適法に運営していくこと。 
・ 瑕疵保証問題におけるトラブルの回避、解決の担保を持つこと。 
・ 住民の合意形成を構築していく手法を持つこと。 

等々 
 

様々な問題に対応していく必要があります。 
これらすべての要素を考慮し、サポートセンターは大規模改修コンサルティングに臨むた

め、監理・監修という考え方をとっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務サポート 
弁護士 

� 建物劣化診断 
� 基本工事計画の策定 
� 工事概算見積書の作成 
� 工事仕様書の作成 
� 現場説明、質疑応答 
� 工事請負契約の補助及び監理者として調印 
� 着工後現場監理・検査、指示 
� アフター点検立会い、承認 
� 長期修繕計画書見直し 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

大規模改修コンサルティング委託契約 

� 契約書類等の内容確認 
� 完成保証書等の内容確認 
� 瑕疵、保証問題 発生の場合の解決 

ＮＰＯ法人 
マンション管理組合 
サポートセンター 

技術サポート

建築士 

運営サポート 
専門スタッフ 

管理組合 
 

建物劣化診断 
工事概算見積書の作成 
資金計画検討のアドバイス 
広報計画の策定 
理事会・修繕委員会の運営補助 
総会開催準備補助 
工事請負契約の補助及び監修・監理者として調印 
アフター点検立会い、承認 
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工事監理者 

工事監理者は管理組合の委託をうけ、専門的な工事の品質や工程・瑕疵の未然防止など、

工事業者に対する監理を行います。しかしこれだけで本当によいのでしょうか。 

 

 

 
工事請負契約 

管理組合 

工事監理者 

工事会社 

 

 

 工事安全管理・品質管理
工事品質 
などの 
監督検査 

 

 

 
管理組合
の代行  

 
 
 
 

大規模改修建物  
 
 
大規模改修工事コンサルタントに求められる能力（管理組合の代理として） 
 
 

建 築 
建築士や設備技

士など建物に関

わるすべてにつ

いて精通する 

能力 

管理運営 
管理規約・区分所

有法等 

管理組合運営に

精通する能力 

法 務 
瑕疵保証問題の

解決・契約内容の

確認・完成保証の

確認等、法務的 

解決能力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらすべてを持ち合わせる人などは存在しません。 
そこで必要になるのがプロジェクト型コンサルティングです。 
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プロジェクト型コンサルティングとは 
 

その他 

スタッフ スタッフ 

弁護士 

建築士 

ナビゲーター 

 
サポート
センター 

プロジェクトリーダー 

工事会社 

管理組合 
理事会 
修繕委員 

○○管理組合 
大規模改修 
プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図のように区分所有者や工事会社も含め工事に直接、間接を問わず関わる人すべてがプロジェ

クトスタッフとなり単に請負契約や委託契約で結ばれた関係だけではなく、最良の結果を導くこ

とを目的としたプロジェクトであると考えています。サポートセンターはプロジェクトリーダー

である管理組合理事会のナビゲーター役として各スタッフとの連絡調整、プロジェクトの進捗管

理など管理組合のあらゆる業務をサポートして行きます。 
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劣化診断について 
建物劣化診断・修繕設計業務の目的 
建物の劣化状況の把握と適正な修繕工事に向けた競争見積りの土俵づくりです。 
 
建物劣化診断業務フロー 

 

 
現状の仕様調査 

竣工図書及び現状目視により工種・部位別の仕様を調査します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現 地 調 査 
・外壁及び床面劣化調査 ・防水劣化調査 
・鉄部等金属面劣化調査 
・ｼｰﾘﾝｸﾞ劣化調査 ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ立入調査 
・ｺﾝｸﾘｰﾄ中性化試験 
・塗膜付着強度引張り試験 
 

 調査項目決定 

深度診断の検討 

劣化診断報告書作成 
前記調査を基に劣化診断報告書を作成します。 

 

アンケート調査 
各住戸より専用使用している共用部等の状態を収集します。 
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提出書類 
 

改修工事 
予算概算書 
 
修繕積立金の取
崩し予算作成 

改修工事仕様書 
 
どのように改修 
するのか 

改修工事 
数量積算書 
 
どれだけ改修す
るのか 

劣化診断報告書 
 
どのように劣化 
しているのか 

 
 
 
 
 
劣化診断報告書 
『劣化診断報告書』が、劣化診断業務における、管理組合に引き渡す成果物となります。 

『劣化診断報告書』は、病院（医者）で言えば、『診断書』にあたるものです。したがって、ど

こが悪いのかだけでなく、『なぜそうなったか？（原因）』が最も重要です。つまり、皆さんが納

得できる技術的裏付けを持ち、なおかつ解りやすいことが必要です。つまり、『インフォームド・

コンセント』こそが、重要と考えています。しかし、解りやすさを追求するといっても、報告す

べき建物の状態によっては、専門用語も使用せざるを得ませんので、私たちは診断報告書を提出

するだけではなく、『劣化診断報告会』においての説明も、報告書提出と同様、重要な部分であ

ると考えています。また報告は、区分所有者全員に公開されるべきだと考えておりますので、「理

事会・修繕委員会向け」だけではなく、「一般区分所有者向け」にも報告説明会を開催します。 
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改修工事仕様書 

『大規模改修工事仕様書』が、改修設計業務における、管理組合に引き渡す成果物となります。 

一般に、設計という言葉から受けるイメージは、図面作成作業のようにとらえられますが、修

繕工事においては、建物そのものが現にそこにあることを考えると、劣化診断で得られた諸元に

基づいて、修繕すべき個所をどのような方法で修繕するかを示す『大規模修繕工事仕様書』が、

設計図書となります。もちろん、修繕や改良にあたって図面作成が必要な場合は、設計作図作業

は含みます。 

仕様書の作成にあたっては、新築時、また過去の工事で採用した仕様が、今日に至ってその狙

い通り、性能を維持し機能してきたかどうかの判断、確認を建物の現状と照らし合わせて行い、

現状に問題がある場合は、仕様の変更、材質の変更、グレードの変更等を検討する場合がありま

す。また、今後の建物の長期保全を考慮して仕様を決定していくことも重要で、当面の工事だけ

を捉えた狭窄的な考えをもつべきではありません。 
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数量積算書 
『数量積算書』が、数量積算業務における、管理組合に引き渡す成果物となります。 

管理組合の会計の原則は、一般企業の決算主義会計とは違い、「予算主義」であり、工事予定

金額は、総会の承認に制限されます。仮に予算超過であれば、臨時総会を開催しないと修繕積立

金の追加の取り崩しはできません。 

そのためには、外壁塗装一式などの曖昧なものでは、全く意味を持ちません。詳細な部位分け

数量を基にした、数量積算を厳格に行う必要があります。これは後に行う入札においての『公正

な土俵作り』の原点となり、厳格な『大規模修繕工事仕様書』とともに、公正な施工業者を選択

する絶対条件となります。 
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施工会社の選定業務 
大規模修繕工事を進めるにあたって、重要なことは、透明性と公開性 です。 

この基本があってこその住民合意です。 
なかでも、最も重要なポンントは、施工会社選定における公明性です。 
 
施工会社の選定業務フロー 
  
 
 

（公募の方法） 

� 住民からの推薦公募 

� サポートセンター公募リンク 

� 新聞（マンション管理新聞）の紙面公募

など、広く募集することをお勧めしています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公公公募募募実実実施施施    

見見見積積積依依依頼頼頼    

見見積積積提提出出出（（公公公開開開開開封封）））   見 提 （ 開 封  

二次選考 

一次選考 

会会会       総総総   

公公公開開開ヒヒヒアアアリリリンンングググ    

公公募募募準準備備備   公 準  公募資格の検討 

大規模修繕：適正金額で工事を発注するために

管理組合

第３者機関

●現状調査・環境調査

　　建物劣化調査、住民アンケート

●修繕計画の作成

　　ＬＣＣ・ＦＭの考えを基にした

●共通・特記仕様の決定

●数量調査

提出

承
認

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

入札

修繕仕様書

見積り用数量表
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施工会社決定におけるプロセス１ 

改修工事見積会社選定基準の作成 

施工会社より見積りを徴収するにあたり、理事会・修繕委員会と共に『公募条件』の検討を行

います。区分所有者全員を対象に公募を行い、施工会社選定をスタートします。 

また、選定にあたって広く公募業者の選定ができるように『ネット公募』のシステムも構築し

ておりますので、その提供も行っております。（ご希望の場合） 

一次選考 

一次選考は、見積参加希望会社が、上記『公募条件』確認作業となります。 

現場説明会 

見積り参加会社を集めて、『仕様書』『数量表』を渡すと共に、『仕様書』『数量表』に対する質

疑応答日、見積提出期限を伝えます。 

 現場説明会は必須事項ですが、何よりも見積り参加会社に対して、第三者であり、競争見積が

公平に行われるような土俵設定に努め、見積り参加会社にもその原則を理解させるための場であ

ると考えております。 

見積書の公開開封 

見積書は、厳封とし、理事会・修繕委員会主催にて、公開での同時一斉開封とします。 
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施工会社選定のプロセス２ 

 

各社比較表の作成 

 各社見積り提出値の比較表については、当然作成するものですが、特に私たちは、躯体

の下地補修について様々な仕様による見積りを要求します。下地補修は、コンクリート躯

体の長期保護に非常に重要な部分であり、仕様の理解度を見積りでチェックし、各社の力

量を精密に比較することで、業者選定の根拠が浮き彫りになってきます。 

私たちは、どのような業者に発注されても、品質の確保・向上に努めるべき監理者であ

ることは、当然、自覚しておりますが、大規模修繕工事での業者選定は、工事の成功に向

けた非常に重要な要素となります。 

私どもは、第三者の立場にありますので、どの業者が優れているか、またどの業者が手

抜きをするかなどの誘導は行いません。 

しかし、実際に提出された見積りや資料から、「仕様書の理解が不十分と考えられる」部

分については、解析の上、助言します。 

業者選定は、当然、管理組合の意思と責任で行っていただきますが、選定のための見積

の見方、解釈についてはできる限り助言いたします。 

業者決定までのプロセスに関わる理事会、修繕委員会の皆さんが、区分所有者の代表で

あり、その後ろには多くの区分所有者、居住者が控えているということをしっかりと認識

し、業者決定には、説明責任が十分に行える根拠を持って内定していくことを念頭に進め

ます。 

 

公開ヒアリング会の実施 

各社のヒアリング会は、区分所有者全員を対象に公開で行います。しかし、しかるべき

事前準備をして臨まないと、ヒアリング会は、ただの業者の宣伝合戦と化してしまい、結

局「口の長けた営業マン」のいる会社が一番良かったという結果になってしまいます。 

管理組合ペースでヒアリングを行うために、全業者共通の質問を用意し、この質問は、「仕

様書を理解しているか？」「現場を見て劣化状況を捕捉できているか？」「本工事中トラブ

ルになりそうなことをあらかじめ想定しているか？」などの答え求めます。 

業者にはヒアリング数日前に質問を送り考える時間を与えます。（それでもすべての質問

に良い回答ができる業者は限られてきます。） 

こうした方法で公正な選定を行うように努力しております。 
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施工会社決定におけるプロセス３ 

 

業者を審議する総会への出席・説明 
 総会等は、基本的には、議決権のある管理組合員自身のみにて行うことが理想ですが、

工事細部の技術的説明を求められた場合は、利害関係を有するものとして発言が求められ

るのは当然と考えています。要請があれば出席し、説明を行います。 
 

契約の補助業務 

契約書を整え、円滑に契約に至るように努めるのは当然ですが、旧四会連合の契約書で

は、工事における追加負担費用や天災などの特例と考えられる工期延長について、必ずし

も発注者（契約書上は「甲」）を際限なく保護してはいません。したがって前述した管理組

合の「予算主義」の会計原則があるにもかかわらず、場合によっては施工者（契約書上は

「乙」）を保護する内容も含まれているので、予算超過や工期延長は、施工者の責任とは必

ずしも言えない事態が、まれにあるということになります。監理者はそのことを踏まえて、

契約時のみならず、契約後も、先回りしてそのような不測の事態を避け、管理組合に不利

な状況を作らないように配慮しなければならないと考えております。 

 

工事説明会 

工事説明会は、必須です。コンサルタントは本来、品質、安全、工程の部分では施工業

者とは距離をとり、場合によっては手直し、やり直し指示など対立する場合もありますが、

工事の円滑な進行を図るという意味では、管理組合、施工業者、コンサルタントの三者（プ

ロジェクトスタッフ）の連帯関係が築けなければ、適正な修繕工事は実現しないと考えて

います。基本的に居住者に様々な回路を使って情報公開を行いますが、工事説明会もその

ひとつです。 

また、マンション居住者ということでは、賃貸居住者も総会議決権を持たないだけで、

協力していただくことについては区分所有者と何ら変わりないので、工事説明会の出席は

もちろん、事前の情報発信についても区分所有者相当の扱いをする必要があります。逆に

管理組合から排除する姿勢を見せれば、反発されて、工事施工が円滑に進まなくなってし

まいます。 

工事説明会を居住者に対する情報公開の一環として位置付けております。 
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見積り内容の検討1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

提出された見積り金額、会社データな
どから、公開ヒアリング会に呼ぶ施工
会社を絞り込みます。 
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見積り内容の検討２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各社の単価を精査するとその業者の仕様書の理解度が

判ります。 

 A仕様＠2,000円・Ｂ仕様＠1,000円 と 

 A仕様＠1,500円・Ｂ仕様＠1,500円 は 

見積り合計金額が同じでも、工事の理解度に明確な差が

あります。正確な見積りができない業者は、きちんと
工事ができない場合が、多々あります。 

公開ヒアリング会開催時には、参加各社
の改修に対する取り組み方（考え方）や
提出された見積り単価金額の確認など、
大きな視点・小さな視点、定性的・定量
的な視点からヒアリングを行ないます。 
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工事監理業務について 

 

基本改修設計とオプション工事 

基本仕様設計に基づいて工事は行なわれますが、それとは別に管理組合の要望の追加工

事（オプション工事）がある場合があります。積算と仕様書の作成後、要望工事を含めた

ものに再編成する必要があります。この場合追加工事の仕様設計について相当の費用がか

かる場合は、コンサルタント料は別途となる場合もありますが多くの場合は軽微な変更で

すので、追加費用が発生することはほとんどありません。 

 

主要仕様設定部位の耐用年数と工事監理 

耐用年数については、工事終了後の長期修繕計画の見直し等につなげて今後の資金計画、

保全計画に活かしたいとする組合からの要望と考えております。なお耐用年数については、

サポートセンターでは、外壁、屋上防水等長期性能を発揮させる目的の品質が求められる

部位については旧建設省の「総プロ式」推定耐用年数の計算を品質検査の基準として採用

しており、別紙「大規模修繕工事監理報告書」サンプルをご覧ください。 

 

施工計画（工程、仮設、色彩計画等） 

 工程、仮設、色彩については工事着工までに、施工業者に工程表、仮設計画図、見本を

作成させ、サポートセンターにて精査後、管理組合の承認となります。 

施工計画については、何よりも施工業者の裁量に任せてしまうのではなく、管理組合の考

えを汲みいれて、居住者の立場を中心に考えます。ただし、無制限に居住者の立場に立つ

ものではありません。工事を円滑に進めるには、居住者にある程度の負担を強いることは

避けられません。よくあることですが、技術と経験のないコンサルタントが居住者の無理

難題を全部丸呑みして施工業者に全部おっかぶせるようなやり方では業者も混乱して工事

が進まなくなってしまいます。そのような状態ではかえって施工業者の技術力が押さえ込

まれて発揮できなくなってしまい、結局良い品質は得られません。できる限り管理組合の

意向に沿うように致しますが、できないことはできないとはっきり言うのが結局管理組合

のためにもなるという信念を、私どもは大規模修繕のコンサルタント業務の経験から学ん

でおり、その原則は正しいと考えております。 

 

現場重点監理 

 現場監理については、週 1 回の定例会議出席により、施工業者の管理者の安全、工程、

品質管理について精査し、助言、是正措置を行います。必要な案件は管理組合に相談し、

ご希望や指示を伺います。定例会議議事録を作成し、施工業者から週間工程、週間工事報

告を提出させ、精査し、提出させていただきます。 

 設計には狙いの品質があります。また塗装、防水などは、下地と一体に性能を発揮しま
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す。そのような内容を施工業者と入念に打ち合わせします。施工業者との打ち合せにおい

て、施工業者の現場常駐管理者が技術的な打ち合せをする能力に欠けると判断した場合は、

施工業者に管理者の入替えを指示します。修繕工事は建築といっても特有の領域が非常に

大きく、新築工事の技術能力や経験、資格だけでは工事の品質が守れません。また、修繕

工事の経験がなければ、例え一級建築士であっても現場管理も工事監理もできません。経

験が豊富で、工期が読め、トラブルや危険を事前に察知でき、品質についていも管理でき

なければなりません。加えて管理組合、管理規約についての基本知識（どこまでが専有で

どこが専用使用権でどこが共用なのか、など）がなければとてもできるものではありませ

ん。また設計変更についての施工業者からの提案についても、まったく受け付けないとい

うスタンスは取りません。しかし、あくまでも設計当初の品質を落とさないコストダウン

提案や逆にグレードアップ提案などであれば検討するという基本姿勢で臨みます。また仕

様、設計変更はすべて管理組合に対してオープンに情報公開し、コンサルタントや施工業

者の独断変更は一切行わないことが原則である考えております。 

 

施工図について 

新築工事と改修工事との決定的な違いは、前者が図面主義であるのに対して、後者は図面

と既存状態との折衷となる点です。施工図の必要性は 2 つあります。ひとつは収まりを確

認することです。例えば防水が塩ビシートとウレタン防水と端末シールの異種材質複合で

ある等で施工図が必要となります。もうひとつの問題は、工事内容の保管です。何をやっ

たかを5年後、10年後にはっきりわかることが重要です。10年後にもう一度劣化診断や

工事の仕様設計をやるとしたら何が残っていてほしいか、また保障期間中の瑕疵に対する

原因調査をするときにどんな資料が残っていてほしいか、10年後に再びその立場に立った

場合を考えて判断します。 

ただし、下地劣化部のマーキングについては、仕上げ塗装で消えてしまいますので、す

べての補修個所を図面作成させ記録しておくことが必要です。 

 

検 査 

 ここが一番大事なところです。いくら高価な塗料や防水で仕上げても、下地の劣化部を

しっかりと補修し、適切に工事をしないと塗料や防水の性能は発揮できません。また膜厚

の確保、端部の収まり、取合いの検討が非常に重要になります。検査では「総プロ式」推

定耐用年数の計算を基本とし、展開できない部位については、打診、指触、抜取り等の検

査を実施します。 

 

※産業廃棄物処理の手続きの精査 

法的には産業廃棄物の処理については、発注者たる管理組合に責任が発生します。したが

って合法的に処理させねばならず、マニフェスト（処分処理票）等の確認が必要です。 

←目次へ

 



 
 
 

工事監理書式フォーム 
 
 

 
 
 工事監理は提出書類の確認から始めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監理履歴は書類にして保存します。
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工事監理報告書フォーム 

 

←目次へ
 


